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① 税制情報 

 平成 25年 12月 24日、平成 26年度税制改正大綱が閣議決定されました。 

中心は、通常の年度改正から切り離して去る 10 月 1 日に決定した「民間投資活性化等

のための税制改正大綱（秋の大綱）」に盛り込まれていた企業減税ですが、消費の拡大

を図る観点から、交際費課税の見直しを行い、大企業にも飲食のための支出の 50％の

損金算入を認めるなどの措置を加えています。そのほか、車体課税の見直しや給与所得

控除の見直しも盛り込まれています。 

注目されていた生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率の導入については、「税

率 10％時」に導入という文言で決着し、「税率 10％時」という引上げと同時か、それ以

降なのか曖昧な表現での合意となっています。平成 26年 12月までに結論を得て、与党

税制改正大綱が決定される予定です。 

平成 26年度税制改正の大綱の概要は以下の通りです。 

 

 Ⅰ. 民間投資活性化等のための税制改正大綱での決定事項（秋の大綱） 

 

  【民間投資の活性化】 

① 生産性向上設備投資促進税制の創設 

生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は税額控除ができる

制度を創設 

② 研究開発税制の拡充 

上乗せ措置（増加型・高水準型）について適用期限を 3 年間延長するとともに、

増加型の措置について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕

組みに改組（控除率 5％→5％～30％） 

 

  【中小企業対策】 

① 生産性向上設備投資促進税制の創設（再掲） 

② 中小企業投資促進税制の拡充 

生産性向上につながる設備を取得した場合に、即時償却又は 7％税額控除（資本

金 3,000万円以下の企業は 10％）を認める 

 

  【民間企業等によるベンチャー投資等の促進】 

① ベンチャー投資促進税制の創設 

ベンチャーファンドを通じて事業拡張期にあるベンチャー企業へ出資した場合、

その損失に備える準備金につき損金算入を認める（出資金の 80％損金算入） 



  【収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進】 

① 事業再編促進税制の創設 

複数企業間で経営資源の融合による事業再編を行う場合、出資金・貸付金の損失

に備える準備金につき損金算入を認める（出資金・貸付金の 70％損金算入） 

 

  【設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応】 

① 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設（25％特別償却） 

 

  【所得の拡大】 

① 所得拡大促進税制の拡充 

・給与等支給増加割合の見直し 

 基準年度と比較して、現行 5％以上→平成 25・26年度：2％以上 

                  平成 27年度    ：3％以上 

                  平成 28・29年度：5％以上 

・平均給与等支給額要件の見直し 

 全従業員の平均→継続従業員の平均 

 

 

 Ⅱ. Ⅰに追加して決定する事項（年末の大綱） 

 

  【個人所得課税】 

① 給与所得控除の見直し 

控除の上限額が適用される給与収入 1,500 万円（控除額 245 万円）を、平成 28

年より 1,200万円（控除額 230万円）に、平成 29年より 1,000万円（控除額 220

万円）に引下げ 

② NISAの使い勝手の向上 

1 年単位でＮISA 口座を開設する金融機関の変更を認めるとともに、NISA 口座

を廃止した場合にNISA口座の再開設を認める 

 

  【資産課税】 

① 復興支援のための税制上の措置 

東日本大震災に係る津波被災区域のうち、市町村長が指定する区域における土地

および家屋に係る固定資産税等の課税免除等の適用期限を 1年延長 

② 税負担軽減措置等 

国家戦略特区法に基づく中核事業のうち医療分野における研究開発の用に供す

る一定の設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設（3年間 1/2） 

 

 



  【法人課税】 

① 復興特別法人税の 1年前倒しでの廃止 

② 民間投資と消費の拡大 

交際費課税制度の適用期限を 2年間延長するとともに、飲食のための支出の 50％

を損金算入することを認める 

※中小法人については、現行の定額控除（800万円）との選択制 

③ 国家戦略特区 

国家戦略特別区域において機械等を取得した場合に、特別償却（中核事業用の一

定の機械装置等については即時償却）又は税額控除ができる制度を創設、及び研

究開発税制の特例（特別試験研究費）の適用 

④ 地方法人課税の偏在是正 

・法人住民税法人税割の一部を国税化 

 法人住民税法人税割の税率の引下げ及び地方法人税（仮称）の創設 

・地方法人特別税の税率の引下げ及び法人事業税（所得割及び収入割に限る）の 

税率の引上げ 

⑤ 復興支援のための税制上の措置 

復興産業集積区域において機械等を取得した場合に即時償却ができる措置の適

用期限を 2年延長等 

 

  【消費課税】 

① 車体課税の見直し 

・自動車重量税 

 エコカー減税の拡充及び経年車に対する課税の見直し 

・自動車取得税 

 税率引下げ（登録車 5％→3％、軽自動車 3％→2％） 

 エコカー減税の拡充 

・自動車税 

 グリーン化特例の拡充 

・軽自動車税 

 平成 27年度以降新車購入された四輪・三輪について税率の引上げ 

 経年車重課の導入（平成 28年度～） 

 原付・二輪の税率の引上げ（平成 27年度～） 

② 外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し 

・免税対象を消耗品（飲食料品や化粧品等）へ拡大 

・購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化 

 

  【国際課税】 

① 国際課税原則の見直し（総額主義から帰属主義への変更） 



  【納税環境整備】 

① 猶予制度の見直し（納税者の申請に基づく換価の猶予の創設等） 

② 税理士制度の見直し（税理士の業務や資格取得のあり方などの見直し） 

  

  【関税】 

① 暫定税率等の適用期限の延長及び減免税制度の対象拡充 

② 通関手続きの迅速化 

少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象の拡大 

「10万円以下の貨物」→「20万円以下の貨物」 

      

改正内容が多岐に渡りますので、詳細は、財務省ホームページの「平成 26年度税制改 

正大綱」を参照して下さい。ＵＲＬは、以下の通りです。 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf  

 

 

 

②1 月の主な税務 

1月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。 

提出期限等 内容 

1月 10日 12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

1月 20日 納期の特例適用者の源泉所得税の納付（7月～12月徴収分） 

1月 31日 

 

11月決算法人の確定申告 

2月、5月、8月、11月の決算法人・個人事業者の 3月ごとの期間

短縮に係る確定申告 

法人・個人事業者の 1月ごとの期間短縮に係る確定申告 

5月決算法人の中間申告の半期分 

消費税の年税額が 400万超の 2月・5月・8月決算法人・個人事業

者の 3ヶ月ごとの中間申告 

消費税の年税額が 4,800万超の 10・11月決算法人を除く法人・個

人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告（9月決算法人は 2ヶ月分） 

所得税の法定調書及び同合計表の提出 

給与支払報告書の提出 

固定資産税の償却資産の申告 

 

 

 

 



 

③スタッフの一言 

新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は、多くの方々にご支援頂き、心より感謝申し上げます。 

 本年も充実した一年となるよう更なる努力をしてまいりますので、ご指導の程、宜しく

お願い致します。皆様の益々の御多幸、御繁栄をお祈り申し上げます。 

 本年も何卒宜しくお願い申し上げます。     

 

緒方 健 


